
学校保健委員会を設ける根拠 
 
昭和 33 年 6 月 16 日付文部省体育局長通達 
「学校保健法および同法施行等の施行にともなう実施基準について」 

 法の運営をより効果的にさせるための諸活動たとえば学校保健委員会の開催およびその活動の

計画なども（学校保健計画の中に）含むものであって、年間計画および月間計画を立てこれを実施

すべきものである。 
 
昭和 47 年 12 月 20 日付文部省保健体育審議会答申 
 学校における健康の問題を研究協議し、それを推進するための学校保健委員会の設置を促進し、

その運営の強化を図ることが必要である。 
 
平成 9 年 9 月の保健体育審議会答申 
 学校における健康の問題を研究・協議する組織である学校保健委員会について、学校における健

康教育の推進の観点から、運営の強化を図ることが必要である。その際、校内の協力体制の整備は

もとより、外部の専門家の協力を得るとともに、家庭・地域社会の教育力を充実する観点から、学

校と家庭・地域社会を結ぶ組織として学校保健委員会を機能させる必要がある。 
 さらに、地域にある幼稚園や小・中・高等学校の学校保健委員会が連携して、地域の子どもたち

の健康問題の協議等を行うため、地域学校保健委員会の設置の促進に努めることが必要である。 
 
平成 20 年 1 月の中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために

学校全体としての取組を進めるための方策について」 
３ 学校、家庭、地域社会の連携の推進 
（１）学校保健委員会 
① 学校保健委員会は、学校における健康に関する課題を研究協議し、健康づくりを推進するため

の組織である。学校保健委員会は、校長、養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員などの教職員、学

校医、学校歯科医、学校薬剤師、保護者代表、児童生徒、地域の保健関係機関の代表などを主な

委員とし、保健主事が中心となって、運営することとされている。 
 
② 学校保健委員会については、昭和 33 年の学校保健法等の施行に伴う文部省の通知において、

学校保健計画に規定すべき事項として位置付けられている。また、昭和 47 年の保健体育審議会

答申においても、「学校保健委員会の設置を促進し、その運営の強化を図ることが必要である」

と提言されているが、平成 17 年度の学校保健員会の設置率は、小学校 81.9％、中学校 78.6％、

高等学校 76.7％にとどまっている。また、設置されていても開催されていない学校や、年 1 回の

みの開催が多く、充実した議論が行われていないなど質的な課題がある。 
 
③ 学校保健委員会を通じて、学校内の保健活動の中心として機能するだけではなく、学校、家庭、

地域の関係機関などの連携による効果的な学校保健活動を展開することが可能となることから、

その活性化を図っていくことが必要である。 
  このため、学校において、学校保健委員会の位置付けを明確化し、先進的な取組を進めている

地域の実践事例を参考にするなどして、質の向上や地域間格差の是正を図ることが必要である。 
  さらに、国、地方公共団体において、様々な資料を収集したデータベースを作成し、ホームペ

ージから一括してダウンロードできる環境整備を図るとともに、学校においては適切な管理の下

に活用することや、普及のために啓発資料を活用した研修会を実施するなどして、学校保健委員

会の設置の推進や質の向上を図っていく必要がある。 
 


